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清算機関

［東証清算システム］

資金決済銀行

売買端末

約定データ

注文発注

/約定成立通知

参加者自社

システム

会員／

取引参加者

各市場

清算参加者

証券保管

振替機構

ルータ

ＷＡＮ（Target)端末

各市場
各市場

各市場
各市場

各市場

売買システム

参加者自社システム

［システム間直結］

ＷＡＮ（Target)端末設置費用

１．初期導入費用（ＰＣを除く）

     専用線敷設           167,600円

     ＤＳＵ購入                34,000円

     ルータ購入        約200,000円

２．ランニングコスト（月額）

     ＷＡＮ利用料           20,000円

     専用線利用料            距離毎

清算機関システム概念図

・システム間直結によ
  る清算、決済情報の
  取得は任意。

・ＷＡＮ（Target）端末設

置は必須。
・清算、決済情報の取
  得及びバイイン請求
  等のエントリを行う。

別紙１



 

参加者制度イメージ図 

市場における「取引参加者制度」 清算機関における「清算参加者制度」 

 

 

 

 

     市場への発注    市場への発注     市場への発注 

 

 

 

 

       委託の取次ぎ 

 

   委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ａ 証券会社 会員／取引参加者として市場に直接参加して発注 『自社清算参加者』として清算機関との間で清算・決済 

Ｂ 証券会社 会員／取引参加者として市場に直接参加して発注 「非清算参加者」としてＣ証券に決済を委託し、Ｃ証券と受渡し 

Ｃ 証券会社 会員／取引参加者として市場に直接参加して発注 『他社清算参加者』として清算機関との間で清算・決済 

Ｄ 証券会社 非会員／非取引参加者としてＡ証券に委託（委託の取次を含む） 顧客としてＡ証券との間で受渡し  

 

 

別紙２ 

有価証券市場（各証券取引所・店頭市場（JASDAQ）） 

Ａ証券会社 
(会員/取引参加者) 

Ｂ証券会社 

(会員/取引参加者)

Ｃ証券会社 
(会員/取引参加者) 

 

Ｄ証券会社 
（非会員） 

顧客 顧客 顧客 顧客 

Ａ証券会社 
(自社清算参加者) 

Ｃ証券会社 
(他社清算参加者) 

 清 算 機 関 

会
員
／
取
引
参
加
者 

清
算
参
加
者 発注 

Ｂ証券会社 
(非清算参加者) 

Ｄ証券会社 
（非会員） 

顧客 顧客 顧客 顧客 

清算・決済 清算・決済 発注 発注 

受渡し 

会員／取引参加者

ではあるが、清算参

加者ではない。 



 

別紙 2－別添 

 

チェックシート（清算機関への参加関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：“直接参加している”とは、証券取引所の会員(取引参加者)又は店頭市場（ＪＡＳＤＡＱ）において協会規則に基づき売買を行うためＪＡＳＤＡＱシステ

ムに接続している者 

＊２：清算参加者の要件等については本編資料「Ⅱ．清算機関における参加者制度」項番３＆８参照  

 

清算参加者の要
件を満たして清
算資格を取得す
る予定＊2 

いずれかの市場
開設者の有価証
券市場に直接参
加している＊1 

他社が行った売

買の清算を行う

予定 

④非会員 ／ 

非取引参加者

(別紙２：Ｄ証券会社)

③非清算参加者 

(別紙２：Ｂ証券会社)

①他社清算参加者 

(別紙２：Ｃ証券会社)

②自社清算参加者 

(別紙２：Ａ証券会社)

清算参加者 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

Start 

清算機関が稼動

（平成１５年１月

見込み）する時点

を想定して 



 

 

国債ＤＶＰ決済を行うための要件について 

 

 

１．国債振替決済制度の直接参加者の場合 

 清算参加者が国債振替決済制度の直接参加者の場合は、当該清算参加者が国債ＤＶＰについて日銀ネットのオンライン利用者である必要がある。 

 この場合、国債受渡依頼に係る電文等は、清算参加者が日銀ネット専用端末又は CPU 接続を利用して送受信することとなる。また、DVP に係る資金の授受は、

清算参加者の日銀当座勘定又は代行決済銀行の日銀当座勘定を利用して行うこととなる。 

 

２．国債振替決済制度の間接参加者の場合 

 清算参加者が国債振替決済制度の間接参加者の場合は、当該清算参加者の指定参加者（口座開設先の直接参加者）が国債ＤＶＰについて日銀ネットのオン

ライン利用者である必要がある。なお、指定参加者が銀行等（注）でない場合、指定参加者は、当該清算参加者分の DVP 決済に関し代行決済銀行を利用する必要

がある。 

 この場合、国債資金同時受渡依頼に係る電文等は、清算参加者の指定参加者が日銀ネット専用端末又は CPU 接続を利用して送受信することとなる。また、

DVP に係る資金の授受は、指定参加者の日銀当座勘定又は代行決済銀行の日銀当座勘定を利用して行うこととなる。 

（注）銀行等とは業務として為替取引を行うことができる者をいう。 

 

 清算参加者の振決制度参加形態 国債ＤＶＰについての日銀ネットの利用 資金決済口座 

Ａ 直接参加者 清算参加者がオンライン利用者であること 自社の日銀当座勘定 

Ｂ 直接参加者 同 上 代行決済銀行の日銀当座勘定 

Ｃ 
間接参加者 

 ※指定参加者が銀行等の場合 
指定参加者がオンライン利用者であること 

①指定参加者の日銀当座勘定 又は 

②指定参加者が利用する代行決済銀行の日銀当座勘定 

Ｄ 
間接参加者 

 ※指定参加者が銀行等でない場合 
同 上 指定参加者が利用する代行決済銀行の日銀当座勘定 

 

以 上 

別紙３ 



 

別紙４ 

各種担保の取扱いについて 
 

項 目 内 容 備 考 

 

１．代用有価証券の種

類及び掛目 

 

 

 

 

２．手続時限及び手続

窓口 

 

 

 

３．現金による差入・

返戻手続き 

①口座の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

②差入手続き 

 

 

 

 

・ 現物取引等清算基金、前日差入担保金及び発行日決済取引の売買証

拠金は、現金のほか、有価証券をもって代用差入れすることができ

る。 

・ 有価証券により代用差入れする場合の代用有価証券の種類及び掛目

は別添１のとおりとする。 

 

・ 担保の差入手続き、返戻請求及び移換手続きの時限は、正午（半休

日の場合は、午前 11 時）とする。 

・ 担保の差入・返戻手続きの窓口は、日本証券決済株式会社（以下「日

証決」という。）の東京営業所におく。 

 

 

 

・ 清算機関は、現金による差入れを受けるために清算銀行に預金口座

（以下「差入口座」という。）を開設する。 

・ 清算参加者は、清算機関への現金の差入れに利用する清算銀行を１

行選定する（選定した銀行を以下「選定銀行」という。）。 

・ 清算参加者は、清算機関から現金の返戻を受けるために、全国銀行

内国為替制度加盟金融機関（清算銀行には限らない。）に、預金口座

（以下「返戻口座」という。）を開設する。返戻口座の預金種目は、

普通預金又は当座預金とする。 

 

・ 清算参加者は、現金による差入れを行う場合は、差入日当日に、選

定銀行の差入口座に当日入金扱いで振込入金を行う。 

・ 清算参加者は、振込入金を行った後、所定の伝票（ＯＣＲ伝票）等

を清算機関に提出する。 

 

 

 

 

・ 代用有価証券の時価については別

紙５参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算銀行には、日本銀行は含まれな

い。 

・ 清算参加者は、あらかじめ選定銀行

及び返戻口座を清算機関に届け出

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



項 目 内 容 備 考 

 

③返戻手続き 

 

 

 

 

④移換手続き 

 

 

 

４．代用有価証券によ

る差入・返戻手続

き 

（１）保振機構取扱有

価証券による差

入・返戻手続き 

①口座の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

②差入手続き 

 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、返戻請求を行う場合、返戻日当日の請求時限までに、

所定の伝票（ＯＣＲ伝票）を清算機関に提出する。 

・ 清算機関は、返戻請求を受けた場合、清算参加者の返戻口座に当日

入金扱いで振込入金を行う。 

 

・ 清算参加者は、清算機関に差し入れている現金を他の預り目的に移

し換える場合は、移換日の手続時限までに、所定の伝票（ＯＣＲ伝

票）を清算機関に提出する。 

 

 

 

 

・ 保振機構が取り扱う有価証券の差入・返戻は、すべて保振機構にお

ける口座振替により行い、現物証券による差入・返戻は行わない。 

 

・ 清算機関は、証券保管振替機構（以下「保振機構」という。）取扱有

価証券を代用有価証券として受け入れるために、保振機構に参加者

口座（以下「差入口座」という。）を開設する。 

・ 清算参加者は、保振機構取扱有価証券の差入・返戻を行う場合は、

自社が保振機構に開設している参加者口座又は自社が有価証券の保

管を委託している保振機構参加者の参加者口座を利用する。 

 

 

 

・ 清算参加者は、保振機構取扱有価証券の代用差入れを行う場合は、

当日振替請求又は前日振替請求により、清算機関の差入口座への振

替請求を行う。 

・ 清算参加者は、振替請求に際して「メッセージ２欄」に預り目的コ

ードを入力する 

・ 清算参加者は、振替の完了を確認したうえで、手続時限までに所定

 

 

 

 

 

 

・ 移換の場合は、銀行における振込み

や振替は行わない 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関の差入口座は、区分口座コ

ード「40」の口座とする。 

 

・ 自社の参加者口座を利用する場合

の区分口座は、１種類とする。 

・ 他の保振機構参加者の参加者口座

を利用する場合の具体的な取扱い

については、別途検討。 

 

 

 

 

・ 預り目的コードは、現物取引清算基

金：６０、前日差入担保金：７０、

売買証拠金：９０とする。 



項 目 内 容 備 考 

 

 

③返戻手続き 

 

 

 

 

④移換手続き 

 

（２）振決国債による

差入・返戻手続き 

 

 

①口座の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②差入手続き 

 

 

 

 

 

 

 

の伝票（ＯＣＲ伝票）を清算機関に提出する。 

 

・ 清算参加者は、返戻請求を行う場合、返戻日当日の請求時限までに

所定の伝票（ＯＣＲ伝票）を清算機関に提出する。 

・ 清算機関は、返戻請求を受けた場合、清算参加者の参加者口座への

振替を行う。 

 

・ 移換手続きは現金の場合と同様とする。 

 

・ 国債証券の差入・返戻は、すべて日本銀行における口座振替により

行い、登録国債及び現物証券による差入・返戻は行わない。 

 

 

・ 清算機関は、振決国債を代用有価証券として受け入れるために、日

本銀行に参加者口座（以下「差入口座」という。）を開設する。 

・ 清算参加者は、振決国債の差入・返戻を行う場合は、自社が日本銀

行に開設している参加者口座又は自社が振決国債の保管を委託して

いる直接参加者（保管を委託している先が間接参加者の場合は、そ

の指定参加者である直接参加者）の参加者口座を利用する。 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、振決国債の代用差入れを行う場合は、差入日当日に

清算機関の差入口座への振替指図を行う。 

・ 清算参加者は、振替指図に際して預り目的コードを所定の位置に入

力する。 

・ 清算参加者は、振替の完了を確認したうえで、手続時限までに所定

の伝票（ＯＣＲ伝票）を清算機関に提出する。 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、振替請求に際して「メ

ッセージ２欄」に預り目的コードを

入力する 

 

 

・ 振決国債の取扱いについては、「短

期社債等の振替に関する法律」の改

正等により変更される可能性があ

る。 

・ 清算機関の差入口座は、種別コード

「00」の口座とする。 

・ 振決国債の差入・返戻を行う場合の

参加者口座の金融機関等コード及

び種別コードは、国債ＤＶＰ決済に

使用する参加者口座と同一とする。 

・ 他の直接参加者の参加者口座を利

用する場合の取扱いについては、別

添２参照。 

 

・ 清算機関による「逆引振替」は行わ

ない。 

・ 預り目的コードは、日銀ネットの

「口座振替（払出先）」＜74451＞を

利用する場合は「取引番号」欄に、

「口座振替（払出先・記事付）」＜

74452＞を利用する場合は「記事」

欄の 31 桁目～32 桁目に入力する。 



項 目 内 容 備 考 

 

 

③返戻手続き 

 

 

 

 

 

④移換手続き 

 

⑤当期利払口振替

の取扱い 

 

 

 

（３）現物証券による

差入・返戻手続き 

①差入手続き 

 

 

 

②返戻手続き 

 

 

５．ＯＣＲ伝票の伝送

について 

 

 

 

・ 清算参加者は、振決国債の返戻請求を行う場合、返戻日当日の請求

時限までに所定の伝票（ＯＣＲ伝票）を清算機関に提出する。 

・ 清算機関は、返戻請求を受けた場合、日銀ネットの「口座振替（払

出先・記事付）」＜74452＞を利用して清算参加者の参加者口座への

振替指図を行う。 

 

・ 移換手続きは現金の場合と同様とする。 

 

・ 清算機関は、清算参加者から受け入れている振決国債について、利

払期日の４営業日前の差入残高に基づき、利払期日の３営業日前に、

日銀ネットの「口座振替（払出先・記事付）」＜74452＞を利用して

清算参加者の当期利払口への振替指図を行う。 

 

 

 

・ 清算参加者は、現物証券に所定の伝票（ＯＣＲ伝票）を添えて清算

機関に提出する。 

・ 清算機関は、伝票に受付印を押印のうえ、清算参加者に交付する。 

 

・ 清算参加者は、差入時に交付された伝票を返戻日の請求時限までに

清算機関に提出する。 

 

・ 清算参加者は、清算基金等の差入・返戻（現金、保振機構取扱有価

証券、振決国債による差入・返戻に限る。）を行う場合、清算機関へ

の伝票の提出に代え、清算機関が定めるところによるファイル伝送

により差入・返戻の手続きを行うことができる。 

 

 

 

・ 清算機関は、「記事」欄の 31 桁目～

32 桁目に預り目的コードを入力す

る。 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、「記事」欄の 31 桁目～

32 桁目に預り目的コードを入力す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＯＣＲ伝票の伝送については別添

３参照 

 



 

代用有価証券の種類及び掛目 

 

 種  類 掛 目 

１ 国内の証券取引所に上場されている内国株券及び協同組織金融機関の発行する優先出資証券 １００分の７０ 

２ 日本証券業協会に登録されている内国株券（店頭管理銘柄として登録されているものを除く。） １００分の７０ 

３ 国債証券 １００分の９５ 

４ 地方債証券 １００分の８５ 

５ 特別の法律により法人の発行する債券  

  政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの １００分の９０ 

  その他のもの １００分の８５ 

６ 国内の証券取引所に上場されている社債券又は国内の証券取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、

かつ、外国法人以外の会社の発行するもの（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。） 

１００分の８５ 

６－２ 新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの １００分の８０ 

７ 日本証券業協会にその株券が登録されている会社（株券が店頭管理銘柄として登録されている会社を除く。）が発行する社

債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。） 

１００分の８５ 

７－２ 日本証券業協会にその株券が登録されている会社（株券が店頭管理銘柄として登録されている会社を除く。）が発行する新

株予約権付社債券 

１００分の８０ 

８ 国内の証券取引所に上場されている交換社債券 １００分の８０ 

９ 証券取引法施行令第２条に定める債券である円貨債券 １００分の９０ 

10 前号に掲げる債券の発行者を除く外国法人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発行する円貨建外国債券（転換社債券

及び交換社債券を除く。） 

１００分の８５ 

11 投資信託の受益証券及び投資証券（国内の証券取引所に上場されているもの及び投資信託協会が前日の時価を発表するも

のに限る。） 

 

  公社債投資信託の受益証券 １００分の８５ 

  その他のもの １００分の７０ 

 

（注）１． 第３号から第 10 号まで（第８号を除く。）に掲げる有価証券については、国内の証券取引所に上場されているもの及び日本証券業協会が売買参考統計値を発表する
ものに限る。 

   ２． 第４号から第 10 号まで（第５号を除く。）に掲げる有価証券については、その発行に際して元引受契約が証券会社又は外国証券会社により締結されたものに限る。 
   ３． 清算参加者は、当該清算参加者が発行する有価証券を代用有価証券として預託することはできないものとする。 
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他の直接参加者の参加者口座を利用して振決国債の差入・返戻を行う場合の取扱い 

 

 

 清算参加者が、振決国債の保管を委託している直接参加者（保管を委託している先が間接参加者の場合は、その指定参加者である直接参加者。以下これ

らの直接参加者を「保管先」という。）の参加者口座を利用して代用有価証券の差入・返戻を行う場合、以下のとおり取り扱う。 

 

１．参加者口座等の取扱い 

・ 清算参加者が利用できる参加者口座は１つとする（複数の保管先の併用や自社の参加者口座と保管先の参加者口座との併用はできない）。 

－ 金融機関等コード及び種別コードは、清算機関と国債ＤＶＰ決済を行う場合の口座と同一とする。 

－ 保管先は、複数の清算参加者から代用有価証券の差入・返戻業務を受託することができる。 

・ 清算機関は、清算参加者から受け入れている振決国債について、利払期日の４営業日前の差入残高に基づき、利払期日の３営業日前に、日本銀行に

対して保管先の当期利払口への振替指図を行う。 

－ 振替指図に使用する電文の種類及び記事欄の使用方法は返戻手続きと同様 

 

２．差入・返戻の手続き 

（１）差入手続き 

・ 保管先は、保管先の参加者口座から清算機関の参加者口座への振替指図を行う（振替指図は清算参加者ごと預り目的ごとに行う）。 

・ 保管先は、振替指図に際して、日銀ネットの「口座振替（払出先・記事付）」＜74452＞を使用し、以下のとおり「記事」欄に清算参加者のコード及

び預り目的コード等を入力する。 

 18 桁＝Ｏ（英字）、19～20 桁＝ＢＡ又はＳＣ、21～24 桁＝統一金融機関コード又は証券会社等標準コード、31～32 桁＝預り目的コード 

・ 清算参加者は、所定のＯＣＲ伝票を清算機関に提出する。 

（２）返戻手続き 

・ 清算参加者は、所定のＯＣＲ伝票を清算機関に提出する。 

・ 清算機関は、清算機関の参加者口座から保管先の参加者口座への振替指図を行う。 

・ 清算機関は、振替指図に際して、日銀ネットの「口座振替（払出先・記事付）」＜74452＞を使用し、以下のとおり「記事」欄に清算参加者のコード

及び預り目的コード等を入力する。 

 ３桁＝Ｂ、４～５桁＝ＢＡ又はＳＣ、６～９桁＝統一金融機関コード又は証券会社等標準コード、31～32 桁＝預り目的コード 
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ＯＣＲ伝票の伝送機能の利用 

（１）概要 

 担保の差入・返戻手続きのための伝票（ＯＣＲ伝票）の記載事項を、参加者のパソコンから清算システムに伝送することにより、窓口における書類の授

受によらずに手続きを行う。 

※現金による差入れを行う場合の入金通知書及び振込入金を行ったことを証する書類はＦＡＸで清算機関（東京）に送付する。 

※保振機構取扱有価証券の返戻のための保振機構への振替請求は、清算機関（東京）が清算システムで作成したデータを利用して保振端末から送信する。 

（２）使用回線及び前提条件 

・接続回線 ： ＩＮＳネット６４ 

・接続手順 ： 全銀協標準通信プロトコル（ベーシック手順） 

・伝送データ： 伝送するデータの項目及びフォーマットは清算機関が別に定めるところによる。 

・その他  ： 回線の敷設、機器の設置、伝送データの作成は参加者の責任で行う（既存パソコン等の利用可）。 

（３）参加者側費用（例） 

・ソフト導入費用  ： 78,000 円（全銀協手順通信ｿﾌﾄ NTS-100-BANK） 

・機器設置費用   ： 既存パソコン等利用可 

・回線利用料（月額）： 4,270 円＋通話料 …ＩＮＳネット６４ライトの場合 
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各種清算値段等の取扱いについて 
 

項 目 内 容 備 考 

 

１．ＤＶＰ清算値段の

取扱い 

（１）ＤＶＰ清算値段 

 

 

 

 

 

 

 

（２）清算値段基礎情

報データの授受 

 

 

２．発行日決済取引の

清算値段の取扱い 

（１）発行日決済取引

の清算値段 

 

（２）清算値段基礎情

報データの授受 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、ＤＶＰ決済を行う銘柄について、毎日、ＤＶＰ清算値

段を定める。 

・ ＤＶＰ清算値段は、決済日の前日における普通取引の最終値段（取

引所市場については、最終気配値段を含む。以下同じ。）とする。 

・ 決済日の前日において約定値段（取引所市場については、最終気配

値段を含む。以下同じ。）がない場合は、決済日前日の基準値段とす

る。 

 

・ 各市場は、毎日、午後３時４５分までに、ＤＶＰ決済を行う銘柄に

ついて、当日の最終値段及び基準値段を清算機関に送信する。 

 

 

 

 

・ 発行日決済取引の清算値段は、その日の最終値段とする。ただし、

当該日に約定値段がない場合には、前日の清算値段とする。 

 

・ 各市場は、毎日、午後３時４５分までに、当該市場に上場又は登録

されている銘柄について、当日の最終値段及び最終気配値段を清算

機関に送信する。 

 

 

 

 

・ ＤＶＰ決済の対象は、保振機構取扱

証券の普通取引及び立会外取引等。 

・ 最終気配値段とは、取引終了時にお

いて当該市場の規則に基づき表示

されていた特別気配値段、調整気配

値段又は認定気配値段をいう。 

 

 

・ 清算機関が午後３時４５分までに

清算値段基礎情報データを受信で

きない場合は、当日のＤＶＰ清算値

段を翌日のＤＶＰ清算値段とする。 

 

 

 

 

 

・ 清算機関が午後３時４５分までに

清算値段基礎情報データを受信で

きない場合は、前日の清算値段を清

算値段とする。 
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項 目 内 容 備 考 

 

３．代用有価証券の代

用価格の取扱い 

（１）代用価格 

 

 

 

 

 

 

（２）時価データの授

受 

 

 

 

４．ＤＶＰ清算値段等

に係る重複上場銘

柄等の取扱い 

（１）重複上場銘柄の

取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算基金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券の代用価

格は差入日の前々日、前日差入担保金については、決済日の前々日

における時価に所定の掛目を乗じて算出する。 

・ 代用価格の算出に使用する時価は、各市場における普通取引の最終

値段とする。 

 

 

・ 各市場は、毎日、午後３時４５分までに、当該市場に上場又は登録

されている銘柄について、当日の最終値段及び最終気配値段を清算

機関に送信する。 

 

 

 

 

 

・ 複数の市場に重複して上場している銘柄に係るＤＶＰ清算値段、発

行日決済取引の清算値段及び代用有価証券の代用価格に使用する時

価については、あらかじめ定めた優先順位により、当該日において

約定値段（取引所市場においては、最終気配値段を含む。）がある市

場を選択し、当該市場における最終値段（取引所市場においては、

最終気配値段を含む。）とする。 

 

・ 全ての市場において約定値段がない場合は、ＤＶＰ清算値段につい

ては清算値段等指定市場における当該日の基準値段とし、発行日決

済取引の清算値段及び代用有価証券の代用価格に使用する時価につ

いては前日の清算値段又は時価とする。 

 

 

 

 

 

・ 普通債については、日本証券業協会

が発表する売買参考統計値のうち

平均値とし、売買参考統計値が発表

されていない銘柄のうち取引所市

場に上場しているものは、取引所市

場における最終値段とする。 

 

・ 清算機関が午後３時４５分までに

時価データを受信できない場合は、

前日の代用価格を代用価格とする。 

 

 

 

 

 

・ 市場の優先順位は、当該銘柄の「清

算値段等指定市場」（一定期間にお

ける売買高の多い市場）を第一順位

とし、清算値段等指定市場において

約定値段がない場合は、「取引所・

業界団体等コード」の昇順（東証→

大証→名証→福証→札証（→店頭））

とする。 

 

 

 

 

 



項 目 内 容 備 考 

 

 

（２）重複上場銘柄に

係る清算値段等

指定市場の取扱

い 

①清算値段等指定

市場の決定及び

変更 

 

 

 

 

 

 

②新規上場銘柄の

取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算値段等指定市場は、過去６か月間における普通取引（立会外取

引を除く。）の売買高が最も多い市場とし、６か月ごとに定例見直し

を行う。 

（注） 各市場は、定例見直しのための基礎情報として、個別銘柄の売買高を所

定の方法により清算機関に通知する。 

 

・ 清算機関は、清算値段等指定市場の決定又は変更を行った場合はそ

の内容を参加者に通知する。 

 

・ 既にいずれかの市場に上場している銘柄が他の市場に重複して上場

することとなった場合、最初に到来する定例見直しまでは、清算値

段等指定市場の変更は行わない。 

 

・ いずれの市場にも上場していない銘柄が同時に複数の市場に上場す

ることとなった場合は、「取引所・業界団体等コード」の昇順で清算

値段等指定市場を決定する。この場合、最初に到来する定例見直し

までは、清算値段等指定市場の変更は行わない。 

 

 

 

 

 

以上 



 

 
国債決済制度について 

 

項 目 内 容 備 考 

 
１．決済物件 
 
 
 
２．決済方法 
 
（１）日銀ネットに

よるＤＶＰ決済 
 
 
 
 
（２）決済の組合せ

及び決済金額の
小口化 

 
 
 
 
（３）ＤＶＰ決済の

順序 
 
 
 
（４）ＤＶＰ決済の

指図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 国債証券の売買の決済物件は、振決国債（国債振替決済
制度に基づき日本銀行に寄託されている国債証券をいう。）
とする。 

 
 
 
・ 国債証券の売買の決済は、日本銀行金融ネットワークシ
ステム（以下「日銀ネット」という。）のＤＶＰ機能を利用
して行う。 

 
 
 
・ 清算機関は、個々のＤＶＰ決済について渡方清算参加者
と受方清算参加者の組合せを行う。 

 
・ ＤＶＰ決済の組合せについて決済一件当たりの額面金額
が 50 億円を超えるものについては、額面 50 億円以下とな
るよう小口化を行う。 

 
・ 渡方清算参加者と清算機関とのＤＶＰ決済（以下「ＤＶ
Ｐ１」という。）が実行されたものについて、当該ＤＶＰ１
と組合せとなる清算機関と受方清算参加者とのＤＶＰ決済
（以下「ＤＶＰ２」という）を行う。（別添参照） 

 
・ ＤＶＰ１については、渡方清算参加者が日本銀行に対し
て国債資金同時受渡依頼を行い、清算機関が日本銀行に対
して資金受渡依頼を行う。 

 
・ ＤＶＰ２については、清算機関が日本銀行に対して国債
資金同時受渡依頼を行い、受方清算参加者が日本銀行に対
して資金受渡依頼を行う。 

 
 
 
 

 
・ 清算参加者が国債振替決済制度の間接参加者である場合
は、指定参加者（当該間接参加者の口座開設先である直接
参加者）の預り口を利用して決済を行う。 

 
 
 
・ ＤＶＰ（Delivery Versus Payment）：資金及び証券の同
時受渡し 

・ ＤＶＰ決済に係る受渡代金の授受は、清算参加者の日本
銀行当座勘定（日本銀行と当座勘定取引がない場合は代行
決済銀行の日本銀行当座勘定）を利用して行う。 

 
・ 清算参加者には組合せの相手方となる清算参加者の名称
を通知しない（相手方ブラインド）。 

 
 
 
 
 
・ 清算機関は、渡方清算参加者から国債の引渡しを受けな
い限り、受方清算参加者に国債を引き渡せないことから、
ＤＶＰ１を実行した後にＤＶＰ２を実行する必要がある。 

 
 
・ 渡方清算参加者が国債振替決済制度の間接参加者の場合
は、指定参加者が国債資金同時受渡依頼を行う。 

 
 
・ 受方清算参加者が日本銀行の当座勘定取引先でない場合
は、代行決済銀行が資金受渡依頼を行う。 
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項 目 内 容 備 考 

３．決済時限 
 
（１）ＤＶＰ１（渡

方清算参加者と
清算機関との決
済） 

 
（２）ＤＶＰ２（清

算機関と受方清
算参加者との決
済） 

 
 
４．経過利子の取扱

い 
 
（１）経過利子の授

受 
 
 
（２）経過利子の区

分 
 
 
 
５．証券決済未了の

場合の取扱い 
 
（１）証券決済未了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・ 渡方清算参加者から清算機関への国債引渡しに係る最終
時限は午後１時 30 分とする。 

 
 
 
・ 受方清算参加者から清算機関への売買代金の支払いに係
る最終時限は午後２時とする。 

 
 
 
 
 
 
 
・ 経過利子は、ＤＶＰ決済に係る受渡代金に加算して授受
する。 

 
 
・ 経過利子の区分は、「非課税扱い」及び「課税扱い」の２
とおりとする。 

 
 
 
 
 
 
・ 渡方清算参加者が、午後１時 30 分までに清算機関への国

債証券の引渡しを行わなかった場合（以下「証券決済未了
の場合」という。）、当該決済は翌日以降の日に繰り延べる。 

 
・ 証券決済未了の場合、清算機関は、清算機関と受方清算
参加者との決済のうち清算機関が指定するもの（証券決済
未了となったＤＶＰ１と組合せとなっているＤＶＰ２）を
翌日以降の日に繰り延べる。 

 
 
 
 
 

 
 
・ 渡方清算参加者は、業務開始後速やかに清算機関への国
債引渡しを行うものとし、原則として正午までには国債引
渡しを完了させるよう努めるものとする。 

 
 
・ 受方清算参加者は、清算機関からの国債資金同時受渡依
頼に係る通知受領後速やかに清算機関に売買代金を支払う
ものとし、原則として国債受渡依頼に係る通知受領後 20 分
以内に売買代金の支払いを完了させるよう努めるものとす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 清算参加者は、証券決済未了については、真にやむを得な

い場合に限るものとする。 
・ 証券決済未了は、あらかじめ指定した決済の組合せ一件
単位でのみ認める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



項 目 内 容 備 考 

 
（２）証券決済未了

の解消 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）経過利子の取

扱い 
 
（４）遅延損害金の

支払い 
 
 

 
・ 証券決済未了の場合、渡方清算参加者は、当初の決済日
から起算して５日目の日までの日（当初の決済日から起算
して５日目の日が利払期日前３日間のいずれかの日に当た
る場合は、利払期日の３日前の日の前日までの日又は利払
期日）に決済を行わなければならない。 

 
・ 証券決済未了の場合、渡方清算参加者は決済を行う日を
その前日（午後２時まで）に清算機関に通知しなければな
らない。 

 
・ 清算機関は、渡方清算参加者から証券決済未了の場合の
決済日の通知を受けたときは、その決済日を受方清算参加
者に通知する。 

 
・ 証券決済未了の場合、渡方清算参加者は、当初の決済日
の翌日以降の経過利子を請求することはできない。 

 
・ 証券決済未了の場合、渡方清算参加者は、売買代金 100
円につき１日４銭の遅延損害金を、清算機関を通じて受方
清算参加者に支払う。 

 

 
・ 渡方清算参加者は証券決済未了解消のための決済に際し、

再び証券決済未了を発生させることはできない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 受方清算参加者は、清算機関から決済日の通知を受けた
場合、これを拒否することはできない。 

 
 
・ 証券決済未了の場合の決済を利払期日に行う場合は、利
子相当額を受渡代金から差し引く。 

 
・  遅延損害金は、当分の間、売買代金 100 円につき１日２
銭５厘とする。 

 
 

 

以 上 



 
 

清算機関における国債ＤＶＰ決済の方法 

 

 

１． 渡方清算参加者と清算機関との間の決済（ＤＶＰ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．清算機関と受方清算参加者との間の決済（ＤＶＰ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日銀 

 

渡 

方 

 
清 
算 
機 
関 

 

 

受 

方 

⑤売買代金 

⑧国債 

⑦担保返戻 ⑥当座貸越返済 

日銀 

 

渡 

方 

 
清 
算 
機 
関 

 

受 

方 

①国債 

②担保差入れ ③当座貸越供与 

④売買代金 

ＤＶＰ１ 

ＤＶＰ２ 

 清算機関は、受方清算参加者との間のＤＶＰ決済に際して

国債ＤＶＰ同時担保受払機能を利用する。 
 これにより、受方清算参加者からの売買代金の受領（⑤）、

日銀への当座貸越しの返済（⑥）、日銀からの当座貸越担保の

返戻（⑦）及び受方清算参加者への国債の引渡し（⑧）の４

つの処理が同時に実行される。 
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 清算機関は、渡方清算参加者との間のＤＶＰ決済に際して

国債ＤＶＰ同時担保受払機能を利用する。 
 これにより、渡方清算参加者からの国債の引渡し（①）、日

銀への当座貸越担保の差入れ（②）、日銀からの当座貸越しの

供与（③）及び渡方清算参加者への売買代金の支払い（④）、

の４つの処理が同時に実行される。 
 



 

 

売買制度に関する前提事項 

項目 内容 備考 

１．休業日等 ＜休業日＞ 

・ 日曜日、国民の祝日、国民の祝日が日曜日に当たるときはその翌日、前日

及び翌日が国民の祝日である日、土曜日、年始３日間及び 12 月 31 日を休

業日とする。 

＜半休日＞ 

・年始発会日、年末納会日 

 

・ 市場開設者が売買立会を臨時挙行する場合の

清算の取扱いについては、その都度協議する。 

 

２．売買の種類 以下のとおりとする。 

当日決済取引：売買契約締結の日又はその翌日の日に決済を行うもの 

 

発行日決済取引：売買最終日※から起算して４日目に決済を行うもの。 

※ 発行日決済取引の売買最終日は、以下のとおり。 

新株券：株主割当又は分割による場合は株券発送の日の翌日とし、一般公募の場合は株券交付の日の前日 

証書：株主が証書を取得し得る状態の日又は発送の日から起算して 10 日を経過した日の３日前の日 

新投資信託受益証券：受益権分割等の場合は証書の取扱いに、一般募集の場合は新株券の取扱いにそれぞ

れ準じる。 

 

普通取引等：売買契約締結の日から起算して４日目に決済を行うもの。ただし、

配当落・権利落ち等の期日の売買については、売買契約締結の日から５日目

の日に決済を行うものとし、また、転換社債券について転換条件の変更日等

と利払期日前日が連続する場合には、当該連続する２日間の翌日（５日目又

は６日目）に決済を行うものとする。 

 

 

 

 

・ 市場開設者が特に必要と認めて別途取引最終

日を定める場合においても、各市場で統一的な

取扱いとする必要がある。 

 

 

 

・ 普通取引等には、立会外分売、立会外取引等を

含む。 

・ 株券オプションの権利行使に係る株券の売買

の決済は、権利行使日から起算して原則５日目

の日に行う。 

 

以上 
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清 算 機 関 

  
内国株券等 

 
転換社債券 

国  債 

その他 

・普通取引 

・立会外取引 

・立会外分売 

等 

・発行日決済取引

・当日決済取引 

 

 

 

ＤＶＰ決済 

約定データの送信 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

清算機関口座 参加者口座 

内国株券等、転換社債券、その
他についての、資金決済指図。

証券決済指図 

国債ＤＶＰ決済 

清算機関における清算・清算機関における清算・清算機関における清算・清算機関における清算・決済の枠組み（イメージ）決済の枠組み（イメージ）決済の枠組み（イメージ）決済の枠組み（イメージ） 

店頭（JASDAQ） 

札   証 

福   証 

名   証 

大   証 

東   証 

証券金融会社 
貸借取引等データの送信 

保振機構 

日  銀 

その他決済会社 

資金決済銀行 



 

 

 

貸借取引及び品貸取引の債務引受に関する取扱いについて 
 

項 目 内 容 備 考 

 

１．貸借取引等に関す

る清算対象取引の

範囲等 

 

（１）清算対象取引

の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）貸借金利等の

取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借取引等に関し、清算機関は以下の取引を清算の対象とし、債務の

引受け、ネッティング及び受渡し指図等を行う。 

 

・ 各市場が指定する証券金融会社（以下、証金）と清算参加者との間

の貸借取引により生じる株券等（貸付株券・融資担保株券）又は資

金（貸付資金・貸株代り金）の受渡し 

 

・ 貸借取引において貸株超過となった銘柄に係る品貸し及びその返済

に伴う指定証金と清算参加者との間の株券等又は資金の受渡し 

 

 

・ 貸借取引等に係る債務について、清算機関は清算機関を通じた有価

証券又は資金の「受渡しに係る債務」のみを引き受けるものとし、

貸借金利、貸借担保及び品貸料等は清算機関における清算対象とせ

ず、清算参加者と証金の間で直接授受するものとする。 

 

・ 清算参加者が証金から貸付けを受けた証券又は資金を返還する債務

については、清算参加者と証金との間で維持するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 株券等とは、株券、優先出資証券、

投資証券及び受益証券をいう。ただ

し、保振機構非同意銘柄に係る貸借

取引等は清算の対象としない。 

・ 品貸しについては、清算機関におけ

る取扱いについて各証金から申請

を受けた場合に清算の対象とする。 

 

・ 現行どおり、貸株超過時の入札等、

一連の処理は日証金、大証金及び中

部証金の各証金でそれぞれ行うこ

とを前提とし、品貸料（いわゆる逆

日歩）も各証金が定める。 

・ 消費貸借取引自体についての債務

引受は行わない。 
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項 目 内 容 備 考 

２．貸借取引等の清算

に係る処理スキー

ム（業務の流れ） 

（１）貸借取引の申

込み 

 

 

 

 

（２）品貸し取引の

申込みの受付

け 

 

 

 

（３）清算機関への

貸借取引情報

の通知 

 

 

（４）清算機関にお

ける処理 

 

 

３．貸借取引等に係る

システム処理 

 

（１）証金からのデ

ータ受領等 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、各市場で行った売買について、約定日の取引終了後

に、市場ごとにその指定証金に対し貸借取引の申込みを行う。（現行

どおり） 

 

 

 

・ 各指定証金は、それぞれの貸借残高を計算し、貸株超過となった銘

柄について、Ｔ＋１日に品貸しの申込みを受ける。 

 

・ 品貸しの入札終了後、各証金は品貸しに応じた参加者ごとに品貸し

株数及び貸株代り金の額を確定させる。 

 

・ 各証金において、（1）と（2）及び貸借・品貸しの返済データを確定

のうえ、Ｔ＋１日の午後 2時 30 分までに清算機関に当該情報を通知

する。 

 

 

・ データ受領後、市場取引分とネッティングし、総受渡し証券・代金

を清算参加者及び各証金に通知する。 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、各証金からファイル伝送により、貸借取引等に関する

データを受領する。 

・ データ項目については、別途、証金向け接続仕様書において詳細を

定める。 

 

 

・ 別添１ 「統一清算機関における貸

借・品貸取引の業務フロー（案）参

照」 

・ 同一清算参加者が、重複上場銘柄を

複数の市場で売買し、それぞれ指定

証金と貸借取引を行った場合でも、

各証金にそれぞれ申込みを行う。

（別添２ 「統一清算機関における

貸借取引の処理イメージ」参照） 

 

 

 

 

・ 札証・福証・東証分については、日

証金東京本店から、名証分について

は中部証金から、大証分は大証金か

らそれぞれ直接清算機関にファイ

ル伝送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



項 目 内 容 備 考 

 

（２）貸借取引等に

係る清算情報

の清算帳票等

への表示方法 

 

４．その他 

（１）証金による清

算機関への参

加形態 

 

 

（２）清算手数料 

 

（３）貸借取引の管

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 貸借取引等の清算情報については、WAN（Target）を通じ、清算参加

者（証金を含む。）に対し、新規・返済の別を各証金ごとに表示する。 

 

 

 

 

・ 証金は、清算参加者として清算機関に参加することとするが、その

参加基準については、証券金融業の業態や証取法による免許業種と

して同法による監督を受けていることを踏まえ、証券会社等の基準

とは別に定める。 

 

・ 具体的手数料率については別途検討する。 

 

・ 信用・貸借取引に係る諸管理（残高の公表、信用取引の制限及び貸

借銘柄の選定・廃止等）は、引き続き各市場で行うこととし、清算

機関では、その他の取引と同様に、清算基金制度等、清算機関のリ

スク管理上の措置を講ずる。 

 

 

・ 信用・貸借取引の管理に必要となる諸情報の授受については、各市

場がそれぞれの指定証金との間で調整する。 

 

 

・別添３ 画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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統一清算機関における貸借・品貸取引の業務フロー（案） 

 清算参加者 証金 取引所・ 

協会 

清算機関 保振 

Ｔ

日 

     

Ｔ

＋

１

日 

     

Ｔ

＋

２

日 

     

Ｔ

＋

３

日 

     

 

貸借申込み 

（取引終了後～19：00 頃）

貸借申込受付 

貸株超過銘柄・ 

株数の連絡 

訂正申込・品貸し 

申込受付 

（～10：00） 

貸借申込（訂正分） 

品貸申込み① 

未調達銘柄品貸し 

申込受付 

（～10：30） 

品貸申込み② 

貸借・品貸計算報告 

（11：00～13：00） 

・ 申込明細 

・ 品貸料率 

・ 貸借残高 

・ 更新差金等 

貸借貸付データ 

取引データ 

（～17：30） 

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ 

総括清算表 

決済データ受領 

貸借・品貸し 

債務引受明細 

貸借・品貸し 

債務引受明細 

総括清算表 

決済データ受領 

振替 

振替指図 

資金決済 

別紙９－別添１ 

～14：30 



市場 Ａ 市場 Ｂ
証金 Ａ 証金 Ｂ

清算機関

指定 指定

参加者 甲参加者 乙 参加者 丙

ソニー 貸借

売り 200株

ソニー

買い 200株

Ａ市場分

貸借申込み

Ｂ市場分

貸借申込み

※ソニーの時価を10000円と仮定

ソニー貸借

買い 100株

ソニー

売り 100株

200万円渡し200株受け参加者甲

200万円受け200株渡し証金Ａ

代金株

200万円渡し200株受け参加者 乙

200万円受け200株渡し参加者 甲

代金株

100万円受け100株渡し参加者甲

100万円渡し100株受け証金 Ｂ

代金株

100万円受け100株渡し参加者丙

100万円渡し100株受け参加者甲

代金株

清算機関におけるネッティング後のポジション

100万円受け100株渡し参加者 丙

200万円渡し200株受け参加者 乙

100万円渡し100株受け証金Ｂ

200万円受け200株渡し証金Ａ

代金株

清算機関における貸借取引の処理イメージ
別紙９－別添２

金利・貸借
担保等



別紙９－別添３





清算機関における決済方法イメージ図

各市場

清算機関

保振機構 日本銀行

清算機関における
現物の授受

東証・大証 日証決

清算

清算機関の指定

売買

決済

内国株券等 国債 新株引受権証書等外国株券等

その他有価証券

振替に係る事務は委託

別紙10

現物の受渡し
に係る事務は
日証決に委託

振替決済制度の利用

（決済機関の指定）



 

 

 

 

 

 

 

１．ＤＶＰ決済とは 

 

ＤＶＰ（=Delivery Versus Payment）決済とは、資金決済と証券決済とをリンクさせた決済方式を意味します。証券と資金の授受

をリンクさせることにより、決済不履行から生じる元本リスク（証券又は資金を交付した後、その対価を受け取れないリスク）を排除

することができます。 

 

＊  ＤＶＰ決済の具体的な手法は様々ですが、以下、「ＤＶＰ決済」という場合には、本稿で説明する手法による「ＤＶＰ決済」を

指すものとします。 

   

 

２．ＤＶＰ決済の対象取引 

 

各取引所市場及び店頭市場における現物取引のうち、保振機構の取扱銘柄である株券、転換社債券、投信等の普通取引＊1、立会外分

売、立会外取引＊2 等が対象となります。＊３ 

*１：株券オプション取引に係る権利行使分も含みます。 

*２：決済日が普通取引と同様の取引に限ります。 

*３：発行日決済取引、当日決済取引はＤＶＰ決済の対象外です。 

 

 

 

 

 

株券等ＤＶＰ決済について 
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３．決済時限 

 

（１）証券決済 

渡方清算参加者による有価証券の清算機関への交付：決済日の１３:００ 

 

（２）資金決済 

  支払方清算参加者による清算機関への支払い ：決済日の 1４:１５＊ 

  受領方清算参加者による清算機関からの受領   ：決済日の１４:４５ 

 

＊  ただし、決済日に予定されている資金決済が支払いとなっている清算参加者は、当該金額を予定受払代金として決済日の１３:

００までに支払いを行う必要があります。 

 

＜ＤＶＰ決済のタイムテーブル＞ 

９:00           1３:00         1４:１５  14:４５ 
 

夜間バッチ振替 リアルタイム振替 

                               証券決済時限 ▲＜フェイルの確定＞ 

夜間バッチ振替 ネットデビット計算による日中バッヂ振替 

 

 

資金決済                       予定受払代金支払時限≧▲  追加資金支払時限≧▲    ▲≦資金受領 

 
 
 
 

 

 

 

 

証券決済 

渡方⇒清算機関 

 

清算機関⇒受方 
担保差入れ・有価証券の引

渡し・追加支払いの状況に

より振替実行 



４．決済方法 

 

（１）証券決済 

 

有価証券の授受は、保振機構における口座の振替により行われます。渡方清算参加者から清算機関への有価証券の引渡し＊は、

決済日の１３:００までとし、清算機関による受方清算参加者への有価証券の引渡し＊は、当該受方清算参加者から預託された前

日担保、予定受払代金及び渡済有価証券等の価値（受領可能有価証券価値）に見合う有価証券について行われることとなります。

こうした、受方清算参加者への有価証券の引渡しに伴う受領可能有価証券価値の計算をﾈｯﾄﾃﾞﾋﾞｯﾄ計算といい、この計算による受

方清算参加者への有価証券の口座振替は、夜間バッヂ処理のほか、９:３０、１０:３０、１１:３０、１２:３０、１３:００、１４:

１５の日中バッヂ処理により行われます。 

  ＊ ＤＶＰ決済においては、有価証券の授受に関する相手方指定は行われません。 

 

清算機関による受方清算参加者への有価証券の引渡しを決定する「受領可能有価証券価値」は、次の算式で求めます。 

 

受領可能有価証券価値 ＝ 予定受払代金支払額*１＋前日差入担保金預託額*２＋渡済み有価証券価値*3       

        ＋追加資金支払額－受済み有価証券価値*3±値洗差金額*4 

 

*1：予定受払代金支払額 

決済当日に予定されているＤＶＰ決済に係る資金決済が支払いとなっている清算参加者は、その予定受払代金を決

済日の１３:００までに必ず清算機関に支払います。これにより、１３:００において被フェイル分を除くすべての有

価証券が受領されます。 

予定受払代金の額が証券決済時限（１３:００）におけるフェイル分を考慮して確定された受払代金の額と異なる場

合には、追加支払＊（～1４:１５）又は余剰金の返済（1４:４５）として調整が行われます。 

＊「（３）②追加支払について」を参照。 

 

 

 

 

 



 

*2：前日担保（任意担保） 

 

清算参加者は、決済日の前日までに清算機関に担保（現金・代用有価証券）を差し入れることにより、その担保額（代

用有価証券については代用掛目を乗じて得た額）に相当する有価証券を受領することができます。 

 

*3：有価証券価値 

渡済み又は受済み有価証券価値における有価証券価値は次の算式で求められます。 

有価証券価値＝有価証券数量×ＤＶＰ清算値段 

 

*4：値洗差金額 

売買に係る約定値段とＤＶＰ清算値段との差額及び証券決済未了（以下「フェイル」といいます。）により繰り越さ

れた受渡しに係る前日のＤＶＰ清算値段と当日のＤＶＰ清算値段との差額等をいいます。 

 

（２）フェイル制度 

 

ＤＶＰ決済制度において、決済日に有価証券を引き渡すことができない（フェイル）場合は、当該有価証券及びこれに対応する

決済代金の授受を翌日に繰り越し、その繰越し分は、繰り越された日を決済日とする売買取引の決済と再度ネッティングしたうえ

で授受することとなります。 

 ただし、決済日を遵守する現行の決済実態を維持するため、フェイル発生を抑止する仕組みとして、フェイルを起こした清算参加

者に対してはペナルティー（遅延損害金等）を課すこととします。 

 

（３）資金決済 

 

 

① 資金決済 

金銭（受払代金）の授受は、清算銀行又は日本銀行のうちから清算参加者が資金決済銀行として選定した銀行における口座振

替により行われます。 

 



ａ．支払 

資金決済銀行として清算銀行を指定している場合、予定受払代金の支払（～１３:００）についての各清算参加者口座から清算

機関口座への口座振替は、清算銀行がを行います（逆引き）。一方、追加資金の支払（～１４:１５）については、清算銀行は口座

振替（逆引き）を行わないため、各清算参加者が能動的に清算機関口座への資金の振込みを行う必要があります。 

一方、資金決済銀行に日本銀行を利用している場合、予定受払代金の支払い（～１３:００）、追加支払（～１４:１５）ともに

各清算参加者が能動的に清算機関口座への資金の振込みを行います。 

 

ｂ．受領 

受払代金の受領方となった場合、若しくはフェイルを被ったことにより、受払代金の余剰金返戻がある場合、各清算参加者は、

資金決済銀行を通じて１４:４５～に資金を受領します。 

②追加資金の支払について 

 
追加資金の支払とは、フェイルの発生に伴う資金決済の繰り延べにより、受払代金の追加的な支払いが必要となる場合の当該支払をいいます。追加資金の支払は、資金決済銀行を通じて各清算参加

者から能動的に清算機関口座に振込みを行います。 

 
＜追加支払の事例＞ 

・Ｘ清算参加者がＴ日に次の売買を約定。 

 （売） 甲銘柄 1 株 １００万円 ／ （買） 乙銘柄 ２株 ２００万円（＝＠１００万円×２株） 

   ・Ｓ日の清算値段（Ｓ－１日終値） 甲銘柄：９０万円／乙銘柄：８０万円 

・Ｓ日の予定受払代金 

 決済代金 ａ 値洗差金 ｂ 受払代金 ａ+ｂ 

甲銘柄（売） ②  ＋９０万円  ＋１０万円 ＋１００万円 

乙銘柄（買） －１６０万円 －４０万円 －２００万円 

合計 －７０万円 －３０万円    ①  －１００万円 

     ・Ｓ日の処理 

９：００～１３：００   予定受払代金１００万円を支払う。… ① 

１３：００    Ｘ清算参加者は甲銘柄につきフェイルを発生 

～１４：１５             甲銘柄のフェイルに伴い、証券決済を繰り延べるとともに決済代金（９０万円）も繰り延べ

る。… ② 

そのため、受払代金（確定額）は同予定額と比較して９０万円少なくなる。この場合、Ｘ清

算参加者は 90 万円の追加支払を行う。…③ ― ① 



 

     

・Ｓ日の受払代金（確定額） 

 決済代金 ａ 値洗差金 ｂ 受払代金 ａ+ｂ 

甲銘柄（売） －  ＋１０万円 ＋１０万円 

乙銘柄（買） －１６０万円 －４０万円 －２００万円 

合計 －１６０万円 －３０万円    ③  －１９０万円 

   

   ※フェイル発生の有無に関わらず、値洗差金の決済は行う。 

   ※フェイルが発生した場合、決済代金について決済を繰り延べる。 

 

 

５．バイイン制度 

 

被フェイル清算参加者（フェイルを被った清算参加者）は、清算機関に対し、フェイルに係る有価証券についてバイインを請求

することができます。バイインの請求は当初予定されていた決済日の翌営業日の証券決済終了以降、被フェイルが継続している場合

に行うことができます。 

バイインの請求があり、請求日から起算して４営業日目の日までにバイイン請求の対象である被フェイルポジションが解消され

ないときは、バイインが実行され、当該バイインに要した費用がそのポジションに係るフェイル清算参加者に課されます。 

なお、バイイン請求はＷＡＮを通じて行われることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪参考１≫ ＤＶＰ決済スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

ケース１：通常の決済 

 

・甲清算参加者は、Ａ株及び予定受払代金を 13:00 までに清算機関に支払うことにより、Ｂ株を受領できます。 

・乙清算参加者は、Ｂ株を 13:00 までに清算機関に引き渡すことによりＡ株を受領できます。資金は 14:45 に受領します。 

 

 

 

 

清算機関 

Ａ 

Ｂ 

￥ 

甲
清
算
参
加
者 

乙
清
算
参
加
者 

Ａ株（90 万円） Ａ株（90 万円） 

～13:00 Ｂ株引渡し後 

Ｂ株（120 万円） 

～13:00 Ａ株引渡しかつ 

予定受払代金後支払後 

予定受払代金 

（30 万円） 

～13:00 

資金 30 万円 

14:45 

Ｂ株（120 万円） 

例）決済予定数量・金額 

甲清算参加者：証券（Ａ株（90 万円）渡し、Ｂ株（120 万円）受け）・資金（３０万円支払い） 

乙清算参加者：証券（Ａ株（90 万円）受け、Ｂ株（120 万円）渡し）・資金（３０万円受領） 



 

 

ケース２：フェイルが発生した場合 

 

・甲清算参加者は、予定受払代金を 13:00 までに清算機関に支払います。ただし、Ａ株の引渡しをフェイルしているので、支払い不足額を 14:15 ま

でに振込むこととなります。Ｂ株は 14:15 に受領できます。 

・乙清算参加者は、Ｂ株を 13:00 までに清算機関に引き渡しますが、甲清算参加者がＡ株をフェイルしたため、フェイルされたＡ株の代金相当額と

合わせて 120 万円を 14:45 に受領します。 

 

 

清算機関 

Ａ 

Ｂ 

￥ 

甲
清
算
参
加
者 

乙
清
算
参
加
者 

Ａ株（90 万円） Ａ株（90 万円） 

フェイル フェイル 

Ｂ株（120 万円） 

～13:00 １4:15 

予定受払代金（30 万円）

～13:00 

資金 120 万円 

14:45 

× 

資金 90 万円 

～14:15 

Ｂ株（120 万円） 



 

 

≪参考２≫ ＤＶＰ決済事務の流れ 

ＤＶＰ決済における清算参加者の主な事務手続きは次のとおりです。 

時間 処理内容 

決済日前日 

１７:００～ 

・ＷＡＮにより、翌決済日の決済情報である「銘柄別決済確定数量」、「総受払代金計算表（予定額）」を

受信します。 

２２:３０～ ・ＷＡＮにより、翌決済日に向けた前日担保の差入れ残高情報である「前日担保残高表」を受信します。 

決済日当日 

～１３：００ 

・保振機構の清算参加者決済口座に証券残高を発生させます。振替請求に一時停止申告を付してい

る場合には、一時停止申告を解除します。 

・資金決済銀行の参加者口座に予定受払代金の資金残高を発生させます。これにより、資金決済銀

行は参加者口座から清算機関口座へ口座振替を行います。 

～１３：３０ 

・決済日当日、自社に発生したフェイル及び被フェイル情報である「フェイル情報通知（受渡後）」

をＷＡＮにより受信します。 

・ＷＡＮにより「追加支払通知」を受信し、データ（追加支払額）の有無を確認します。 

～１４：１５ 

＜追加支払額のデータがある場合＞ 

・資金決済銀行の清算機関口座に追加支払額を入金します。 

・資金決済銀行に清算銀行を指定している場合、追加支払額の入金時に「振込入金を行ったことを

証する書類の写し*」を入手します。 

*：銀行が発行する「振込金受取書」やﾌｧｰﾑﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑから出力した振込実行の確認書類等。 

・資金決済銀行に清算銀行を指定している場合、「追加支払通知」をＷＡＮ端末によりプリントア

ウトし、「追加支払振込実行通知書」欄に必要事項を記入、押印のうえ、「振込入金を行ったこと

を証する書類の写し」を添付し、清算機関にＦＡＸ送信をします。 
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通
番

出力
方式

帳票名 業務名 記載内容

1 WAN 株式清算引受明細表（通常分／訂正分） 照合業務 株式等について市場別、銘柄別の清算明細

2 WAN 債券清算引受明細表（通常分／訂正分） 照合業務 債券等について市場別、銘柄別の清算明細

3 WAN 株券オプション権利行使分清算引受明細表 照合業務 株券オプションについて市場別、銘柄別の権利行使・割当明細

4 WAN 貸借取引清算引受明細表 照合業務 証金毎、銘柄別の貸借取引明細

5 WAN 銘柄別決済予定数量／確定数量 決済業務 総括清算銘柄の銘柄別の決済予定・確定数量

6 WAN 総括清算表（約定代金／決済代金・値洗差金） 決済業務 総括清算対象となる有価証券別に約定代金・決済代金等を表示

7 WAN 総受渡代金計算表（予定額速報／予定額／確定額） 決済業務 総括清算後の受払代金額

8 WAN 基準日の決済等に係る受方・渡方指定書 決済業務 基準日等の決済、発行日決済における受方・渡方指定

9 WAN 代金領収通知 決済業務 清算機関が受領した支払い代金の領収通知（清算銀行利用参加者のみ通知）

10 WAN 追加支払通知 フェイル管理 フェイルにより生じた追加の支払額

11 WAN フェイル情報通知（受渡後／ネッティング後） フェイル管理 受渡後、ネッティング後のフェイル、被フェイルポジションの残高、解消数量等

12 WAN
バイイン情報通知（当初／受渡後／ネッティング
後）

フェイル管理 受渡後、ネッティング後のバイイン請求、費用負担ポジションの残数量等

13 WAN 株券等DVP決済に係る遅延損害金等明細書 フェイル管理 株券等DVP決済に係る遅延損害金、遅延違約金、期末銘柄等遅延違約金の明細

14 WAN 国債DVP決済に係る遅延損害金明細書 フェイル管理 国債DVP決済に係る遅延損害金の明細

15 WAN 売買証拠金差入返戻可能表 担保管理 売買証拠金として清算機関に差し入れた担保の残高、所要額等

16 WAN 清算基金差入返戻可能表 担保管理 清算基金として清算機関に差し入れた担保の残高、所要額等

17 WAN 前日担保残高表 担保管理 前日担保として清算機関に差し入れた担保の残高、有効額等

18 WAN 担保等受払状況表（清算参加者用） 担保管理 各担保の差入額、返戻額

19 WAN 預り有価証券等残高通知（清算参加者用） 担保管理 各担保の預り残高

20 WAN 実質株主担保等受入残高通知（清算参加者用） 担保管理 担保として差し入れた株式の銘柄別残高

21 WAN 転換社債券利金関係残高通知（清算参加者用） 担保管理 担保として差し入れた転換社債利払銘柄の額面等

22 書面 発行日決済通知表 発行日建玉管理 発行日決済取引の最終受渡決済内容の通知

23 書面 発行日決済参加者別計算表 発行日建玉管理 発行日決済取引の建株残高、差金等

24 書面 国債ＤＶＰ清算表 国債DVP 国債DVPの受渡代金

25 書面 国債受渡明細表 国債DVP 国債DVPの銘柄、受渡代金等の決済内容

26 書面 国債DVP証券決済未了通知 国債DVP 国債DVPで証券決済未了が発生した場合に、その内容を通知

27 書面 国債DVP証券決済未了解消申告書 国債DVP 国債DVPで渡方参加者の証券決済未了の解消を申告

28 書面 国債ＤＶＰ証券決済未了解消申告通知 国債DVP 国債DVPで渡方、受方参加者に証券決済未了の解消を通知

29 書面 受方指定書・渡方指定書 振替決済 内国株（保振非取扱銘柄）、外国株等の決済時の相手方指定書

30 書面 送付票（株式） 振替決済 内国株の現物決済時に、参加者に通知する決済内容明細

31 書面 送付票（債券・ワラント） 振替決済 債券、ワラントの現物決済時に、参加者に通知する決済内容明細

32 書面 DB関係帳票 ＤＢ業務 DB発行・返済業務に係る発行残高、手数料等についての帳票類

○主な帳票



 

 

 

 

 

債券の経過利子の取扱い 

 

１．基本算式 

（1）非課税売買の場合  100 円 × 年利率 ×（経過日数÷365） ＝ A 

A ×（売買額面総額÷100） ＝ B 

 （2）課税売買の場合     100 円 × 年利率 ×（１－源泉徴収税率）×（経過日数÷365）＝ A 

 

（注） A ･･･ 額面 100 円当たりの経過利子 

    B ･･･ 売買額面総額の経過利子 

 

２．計算方法 

 （1）上記の基本算式により計算する際、A は円未満下 7 桁まで求め（下 8 桁以下は切捨て。）、B は円位まで求め（円未満切捨て。）

て算出する。 

 （2）経過期間の計算において、経過日数は、直前の利子計算期間の開始日から決済日までの片落しとする。ただし初期利子計算期

間を両端入れとして発行された国債（リオープン方式導入前に発行された国債）の初期利子に係る期間については両端入れとす

る。 

 （3）利払期日が年 2 回のもので、経過日数が 183 日（初期利子計算期間を両端入れとして発行された国債の初期利子に係るものを

除く。）となるときは、半年期分の利子を経過利子の額とする。 

 （4）利払期日が銀行休業日に当たり、利払いが繰り上げて行われる債券について、その繰り上げて行われる日に決済を行うときは、

経過利子は利落ちの計算とする。 

 

 

以上 
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相対分割について 

 

 

 

各市場から受領する約定データにおいて、同一約定内に売会員と買会員が複数ある場合、経過利子の算出時に、売りと買い

の経過利子が等しくなる様に相対分割を行なう。相対分割の方法は以下の通りとする。 

① 約定データを銘柄コード、取引種別、約定通番、約定値段、成立時刻で並べ替え、売りと買いの約定数量を集計し、同数となった

約定を同一の手合いとする。 

② 売数量≦買数量の場合、買数量を分割数量とし、買数量―売数量を買残数量とする。また、逆に売数量＞買数量の場合、売数量を

分割数量とし、売数量―買数量を売残数量とする。 

③ 売または買の残数量を使用して更に次の分割処理を行い、同一約定（手合い）内が全て相対となる様にする。 

 

例） 

「相対分割前」 

売参加者  売数量 買参加者  買数量 

 Ａ ３００  Ｃ ２００ 

 Ｂ ２００  Ｄ ２００ 

   Ｅ １００ 

↓ 

「相対分割後」 

売参加者  売数量 買参加者  買数量 

 Ａ ２００  Ｃ ２００ 

 Ａ １００  Ｄ １００ 

 Ｂ １００  Ｄ １００ 

 Ｂ １００  Ｅ １００ 

以上 
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ａ．売の１行目と買の 1行目で分割（売会員Ａに１００の残数量） 

ｂ．売の１行目（残）と買の２行目で分割（買会員 Dに１００の残数量）

ｃ．売の２行目と買の２行目（残）で分割（売会員 Bに１００の残数量）

ｄ．売の２行目（残）と買の３行目で分割 



 

 

 

 
初期利子における特別処理について 

 
 
 転換社債等の初期利子について、基本算式により算出した経過利子の額が、実際の初期利子額（利札券面記載の利子額）を超過する

場合がある（※）ため、その場合には経過利子の額が実際の初期利子額を超えないように、これを固定しなければならない。 

 具体的には、転換社債等の新規上場時のマスタ項目として固定額（実際の初期利子額）を登録することにより、計算した経過利子が

固定額を超えた場合、当該固定額を経過利子とする処理をシステム上行うこととする。 

 

 
※経過利子額が初期利子額を超過する場合の具体例 
 

 実際の初期利子額は①の算式により、経過利子は②の算式により計算されるが、例えば、年利率：１％、①の年間日数：368 日、利子計算期間：180 日、②

の経過日数：179 日の場合、額面 100 万円当たりの初期利子額は 4,891 円、経過利子は 4,904 円となり、経過利子額が初期利子額を超過することとなる。 

 

 ①初期利子額の計算式                                ②経過利子額の計算式 

  初期利子額 ＝ 額面 × 年利率 ×（利子計算期間 ÷ 年間日数）             経過利子額 ＝ 額面 × 年利率 ×（経過日数 ÷ ３６５） 

   経過日数：発行日から初期利払日までの実日数（Ａ） 

   年間日数：初期利払日の６か月前応当日の翌日から初期利払日までの実日数（Ｂ）×２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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（発行日） 
（初期利払日の 

 ６ヶ月前応当日） （初期利払日）

Ｂ（想定半年日数） 

Ａ（利子計算期間） 



 

 

 

清算基金基礎所要額の算出方法について 

１．考え方 

・ ＤＶＰの実現により元本リスクは排除されるため、未決済残高1の価格変動額（決済不履行時の再調達コスト）を基に計算する。 

・ 未決済残高は、３日分とする（破綻日には取引がないものとする）。 

・ 価格変動額は、取引日から破綻日までの間の価格変動リスクを勘案する（破綻日に再調達するものとする）。 

・ 内国株券（投信等を含む）以外のその他の有価証券については、個別には考慮せず、内国株券について清算参加者ごとに算出した金額に

一定額を加算する。 

２．計算方法 

清算基金所要額＝｛内国株券未決済残高×（４日分ＴＯＰＩＸ変動率） 

＋内国株券未決済残高×（３日分ＴＯＰＩＸ変動率） 

＋内国株券未決済残高×（２日分ＴＯＰＩＸ変動率）}×（１＋その他有価証券比率） 

①内国株券未決済残高 

過去３か月間の清算参加者ごとの日々の内国株券の決済代金（総売付代金及び総買付代金の差引金額。貸借取引及び品貸しに係るもの

を含む。）のうち、期間中 95％をカバーする日の額を基準として定める数値 

②ＴＯＰＩＸ変動率 

過去３か月間のＴＯＰＩＸの変動率（４日分、３日分、２日分）のうち、それぞれ期間中 95％をカバーする日の数値を基準として定め

る数値 

③その他有価証券比率 

全清算参加者の内国株券の決済代金に対するその他有価証券の決済代金の比率の平均値を基準として定める一定の数値 

                            
1 貸借取引及び品貸しに係る株券等の授受に関するものも含む。 
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損失補償による決済履行保証スキームのイメージ

札証
損失補償限度額

（１７百万円）

福証
損失補償限度額

（３７百万円）

清算機関（損失補償限度額の総額 10,853百万円 ）

日証協
損失補償限度額

（１,０００百万円）

東証
損失補償限度額

（６,９２７百万円）

大証
損失補償限度額

（２,５６９百万円）

名証
損失補償限度額

（３０３百万円）
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清算参加者 甲

②甲の決済不履行による損失発生

破
綻

③損失補償の実行①契約締結

（注）損失補償限度額は、損失補償の実行により減少する。



各市場の損失補償実行額の算出事例 別紙19

（例）

○清算参加者 甲の決済不履行に伴い、清算機関が被った損失の合計額、100億円。

○甲の清算基金等の預託額、50億円。

＜決済不履行処理スキーム＞

①第１順位（不履行清算参加者の預託金）

      100億円－50億円＝50億円（損失の残額（Ｙ））

②第２順位（各市場による損失補償）

108.53(X)0.370.173.0325.6969.2710.00－損 失 補 償 限 度 額 （Ａ）

Ａ－Ｂ

Ａ×46.07 ％

58.53(Z)

50.00(Y)

合計

0.200.091.6313.8637.365.39実行後の損失補償限度額

0.170.081.4011.8331.914.61損 失 補 償 実 行 額  （Ｂ）

福証札証名証大証東証日証協

（単位：億円）（表）各市場の損失補償実行額

※当該損失補償の実行により、新たな損失補償限度額の総額は、58.53億円（Ｚ）となる。

各市場の損失補償実行額＝各市場の損失補償限度額×
補償する損失の総額（50億円（Ｙ））

各市場の損失補償限度額の総額（108.53億円（Ｘ））

＝各市場の損失補償限度額×46.07％



 

 

各市場開設者から徴収する銘柄管理料・清算手数料の料率 

 

 

区   分 内      容 有価証券等区分 料率 

内国株券（注）・内国転換社債券及び国債 

各市場の月末の上場銘柄数の合計に

4,500 円を乗じた額を、各市場の売買

代金比率で按分した額。ただし、当該

算出額が 5 万円を下回る場合は、月 5

万円とする。 

銘 柄 管 理 料 
有価証券等区分毎に料金設定し銘柄単位で

徴収 

その他の有価証券等区分 1 銘柄 4,500 円／月 

清 算 手 数 料 
有価証券等区分毎に料金設定し売買代金等

取引量に応じて徴収 
売買代金の万分の 0.06（内国株券・内国転換社債） 

（注）発行日決済取引銘柄を除く。 
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※上記手数料については、今後の市況動向等を踏まえ、
清算機関の業務開始前に微調整を行うことがある。 


